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キャリアバンク株式会社

取締役 海外事業部 部長

水田 充彦

確認しよう！

兵庫県経営者協会・連合兵庫・兵庫県社会保険労務士会共同開催セミナー

外国人雇用のポイント
誰もが働きやすい職場づくりをめざして
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外国人採用についてよくある質問

費用
日本語
レベル

宗教
文化

受入体制

採用方法



外国人労働者の現状
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外国人労働者の推移(全国・国籍別)
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外国人労働者の推移(兵庫県・国籍別)
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外国人労働者（国籍別 全国・兵庫県）

出典：兵庫労働局「外国人雇用状況の届出状況」（令和6年10月末）

兵庫県全国

ベトナム

570,708人

中国

408,805人

フィリピン

245,565人

ネパール

187,657人

インドネシア

169,539人

ミャンマー

114,618人

韓国

75,003人

その他

530,692人

外国人労働者数
2,３０２,５８７人

出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況表一覧」（令和６年10月末）

ベトナム

24,902人

中国

8,601人
ネパール

7,182人

ミャンマー

4,639人

インドネシア

4,288人

フィリピン

4,335人

韓国

1,482人

その他

10,736人

外国人労働者数
66,165人



Copyright(C)CAREER BANK Co.,Ltd. All Rights Reserved.

外国人労働者（産業別 全国・兵庫県）

出典：兵庫労働局「外国人雇用状況の届出状況」（令和6年10月末）出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況表一覧」（令和６年10月末）

製造業

598,314人

サービス業

354,418人

卸売業,小売業

298,348 人

宿泊業,

飲食サービス業

273,333 人

建設業

177,902 人

医療,福祉

116,350 人

情報通信業

90,546 人

教育,学習支援業

82,902 人

その他

310,474 

人

外国人労働者数
2,３０２,５８７人

全国 兵庫県

製造業

20,726人

サービス業

9,907 人
卸売業,小売業

8,764 人

宿泊業,飲食

サービス業

7,550 人

建設業

5,339 人

医療,福祉

4,803 人

運輸業,郵便業

2,025 人 その他

7,051 人

外国人労働者数
66,165人



在留資格の基礎知識
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在留資格一覧表(29種類のビザ)

引用：出入国在留管理庁
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外国人労働者 (在留資格別 全国・兵庫県)

出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」（令和6年10月末）
：兵庫労働局「外国人雇用状況の届出状況」(令和6年10月末)
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外国人労働者の制限

色々な仕事

外国人が働くことが
できる仕事

●仕事の内容に制限

●仕事の時間に制限

●仕事の期間に制限 等

在留資格制度を知る



技術・人文知識・国際業務
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技術・人文知識・国際業務 制度概要

制 度 概 要 詳 細

制度趣旨
・専門的な知識を使い業務
・外国人特有のスキルを使う業務

主な仕事内容

・ＩＴ ： ソフトウェアエンジニア
・観光 ： 通訳・フロント
・貿易 ： 自動車の貿易
・教育 ： 英語教師

外国人の要件
・大学院/大学/短期大学/専門学校(専門士の称号付与)卒業
・実務経験（学歴要件を満たさない場合、10年/3年）

在留期間 制限なし（3ヶ月・1年・3年・5年）

POINT

☑ 仕事内容は高度な業務に限られる

☑ 家族帯同が可能
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技術・人文知識・国際業務の推移(国籍別・都道府県別)

東京都

181,729人

大阪府

39,256人

愛知県

30,424人

神奈川県

25,863人

埼玉県

15,774人

千葉県

13,361人

兵庫県

10,249人

福岡県

9,883人

静岡県

8,122人

茨城県

6,380人

その他

70,220人

技人国

411,261人

出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」（令和6年10月末）

国籍別 都道府県別

中国

121,885人

ベトナム

98,713人
ネパール

35,001人

韓国

28,072人
ミャンマー

12,699人

フィリピン

10,612人

インドネシア

7,860人

ブラジル

689人

その他

95,730人

技人国

411,261人
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技術・人文知識・国際業務の推移(兵庫県・国籍別）
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出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」（各年10月末）
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技術・人文知識・国際業務(不許可事例)

詳 細

履修内容と職務内容の関連性が認められない

認められた業務内容と従事する業務内容との乖離

留学時の出席率の低さや資格外活動許可の範囲を
大きく超えてアルバイトをしていた

同一業務に従事する日本人よりも給与が低い

主な不許可理由

学 歴

仕事内容

在留状況

給 与

◆その他事例

出入国在留管理庁 技術・人文知識・国際業務 許可・不許可事例
https://www.moj.go.jp/isa/content/001413912.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/content/001413912.pdf


技能実習
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制 度 概 要 詳 細

制度趣旨 本国への技能移転

主な仕事内容 食品製造、農業、建設、工業製造、介護、宿泊、その他

外国人の要件
・送り出し国で同種の業務に従事した経験を有する者
・特別な事情があるもの(介護の教育課程修了者など)

在留期間
最長5年（条件あり）

１号：1年以内 2号：2年以内 3号：2年以内

技能実習 制度概要

POINT

☑ 労働力の需給の調整の手段として行われてはならない(技能実習法第三条)

☑ 転職は原則不可

☑ 2027年3月に廃止になる予定
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技能実習 移行対象職種・作業一覧

引用：出入国在留管理庁

技能実習制度移行対象職種 作業一覧／出入国在留管理庁
https://www.mhlw.go.jp/content/001165663.pdf
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技能実習 人数推移（兵庫県・国籍別）
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出典：兵庫労働省「外国人雇用状況の届出状況」（各年10月末）
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技能実習 お問い合わせ先

●監理団体の役割を適切に行っているか

●受入予定職種、作業、国の実績が豊富か

●技能実習制度や関連法令に精通しているか

監理団体を選ぶポイント！

外国人技能実習機構

監理団体一覧

https://www.otit.go.jp/search_kanri/

お問い合わせ先

https://www.otit.go.jp/search_kanri/


特定技能
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制 度 概 要 詳 細

制度趣旨 一定の専門性・技術を有し即戦力となる外国人を受け入れる

主な仕事内容

16分野
(外食業、飲食料品製造業、介護、建設、農業、自動車整備、航空、自動車運送業、
工業製品製造業、造船・舶用工業、漁業、林業、木材産業、ビルクリーニグ、
鉄道、宿泊）

外国人の要件
技能試験・日本語能力試験N4などの合格者
技能実習2号を修了した外国人は試験免除

在留期間

1号：最長５年
2号：更新の上限なし

（2号が無い分野：自動車運送業、介護、鉄道、林業、木材産業）

特定技能 制度概要

POINT

☑ 2019年に創設された制度

☑ 転職が認められている

☑ 令和６年3月29日より自動車運送業、鉄道、林業、木材産業が追加
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特定技能 人数推移（特定技能1号）

20 1,621 3,987
15,663

29,144

49,666

87,471

130,915

173,089

208,425

251,594

283,634

333,123

2024
6Ὦ
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200,000

150,000

100,000

50,000

2024
12Ὦ

2025
6Ὦ

1 333,123 分野 人数

飲食料品製造業 84,071人

工業製品製造業 51,063人

介護 54,916人

建設 43,599人

農業 34,935人

外食業 35,771人

造船・船用工業 10,645人

ビルクリーニング 7,418人

漁業 3,842人

自動車整備 3,747人

航空 1,818人

宿泊 1,265人

鉄道 21人

自動車運送業 10人

出典：出入国在留管理庁 令和7年6月末時点

（人）

※令和６年3月29日より自動車運送業、
鉄道、林業、木材産業が追加

現在、２０２７年から 「倉庫管理」「廃棄物処理」「リネン供給」の３分野の追加を検討中。



Copyright(C)CAREER BANK Co.,Ltd. All Rights Reserved.

特定技能１号（兵庫県 分野別・国籍別）

国籍別

出典：出入国在留管理庁 令和7年6月末時点

ベトナム

6,507人

インドネシア

1,908人

ミャンマー

1,304 人

フィリピン

719 人

中国

436 人

その他

876 人

特定技能1号
外国人数

11,750人

分野別

出典：出入国在留管理庁 令和7年6月末時点

飲食料品製造業

3,515人

介護

2,730人

工業製品

製造業

2,337人

建設

1,245人

外食業

931人

農業

374人

その他

618人

特定技能1号
外国人数

11,750人
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特定技能 法定支援内容

引用：出入国在留管理庁
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特定技能２号 人数推移 分野別人数

引用：出入国在留管理庁
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特定技能２号 技能試験結果情報

出典：出入国管理局「制度説明資料」 2025年６月末速報値

技能試験 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率

飲食料品製造業 6,499 3,456 53%

工業製品製造業 3,025 1,457 48%

外食業 2,707 1,403 52%

農業 4,575 1,757 38%

建設 7,603 1,346 18%

自動車整備 1,321 433 33%

造船・舶用工業 461 410 89%

宿泊 126 34 27%

漁業 126 32 25%

ビルクリーニング 130 17 13%

航空 34 4 12%

合計 26,607 10,349 39%
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例） 飲食料品製造分野

飲食料品製造業 テキストURL
（株式会社日本能率協会コンサルティング）

＜一部抜粋 P12＞

＜全56ページ＞

特定技能２号 学習用テキスト
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特定技能 お問い合わせ先

●登録支援機関の役割を適切に行っているか

●特定技能の制度や関連法規に精通しているか

●人材紹介の免許を取得しているか(人材を紹介してもらう場合)

●外国人支援の実績があるか

登録支援機関を選ぶポイント！

出入国在留管理庁

登録支援機関一覧

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_
00205.html

お問い合わせ先

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00205.html


注目の話題



外国人の不法就労とは？
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不法就労事件数

国籍・地域別／年 令和４年 令和５年 令和６年

総数 ６,３５５ １２,３８４ １４,４５３

ベトナム ２,５２２ ５,５３０ ６,2００

タイ ７５１ 2,691 3,171

インドネシア 535 829 1,463

中国 1,360 1,315 1,296

カンボジア 142 671 751

フィリピン 442 495 586

スリランカ 93 176 251

ネパール 103 228 238

ウズベキスタン 48 60 90

モンゴル 65 59 77

その他 294 330 330

出典：出入国在留管理庁
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外国人の不法就労

不法就労とは？ 不法就労となるのは、次の3つの場合です。

（例） ・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることが既に決まっている人が働く

1.不法滞在者や被退去
強制者が働くケース

（例） ・観光等の短期滞在目的で入国したものが働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く

2.出入国在留管理局か
ら働く許可を受けてい
ないのに働くケース

（例） ・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを
認められた人が工場で作業員として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く

3.出入国在留管理局か
ら認められた範囲を
超えて働くケース

事業者も処罰の
対象となります！

・不法就労させたり、不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
（外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、
在留カードを確認していないなどの過失がある場合には、処罰を免れません。）

出典：法務省

キャリアバンク海外事業部コラム
「不法就労ってどんなこと？」(水田執筆)
https://www.careerbank-itnl.jp/huohousyurou/

Ӫ



育成就労制度とは
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技能実習制度と育成就労制度の違い

項目 技能実習制度 育成就労制度

制度趣旨
人材育成を通じた開発途上地域等への技能、
技術又は知識の移転による国際協力を推進す
ることを目的とする

相当程度の知識又は経験を必要とする技能
を有する人材を育成するとともに、育成就
労産業分野における人材を確保することを
目的とする

在留年数
最長5年（条件あり）
１号：1年以内 2号：2年以内
3号：2年以内

原則3年

業務分野
内容

Å移行対象職種・作業は91職種・168作業
Å特定技能と同一ではない
Å必須業務が2分の1以上

Å特定技能制度の対象分野と原則一致
Å日本の免許が必要となる業務は対象外
Å必須業務が3分の1以上

その他
Å労働力の需給調整を目的としてはならない
Å転籍は、原則不可
Å1993年開始

Å労働力確保のために雇用して良い
Å条件を満たした場合、転籍が可能
Å2027年4月1日施行

出典：出入国在留管理庁、外国人技能実習機構、育成就労制度・特定技能制度Ｑ＆Ａ、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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各分野ごとの転籍制限

出典：第8回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 （２０２５年10月8日／参考資料３)
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Q＆Aと参考

◆参考

キャリアバンク海外事業部コラム
「育成就労では転職が多発するのか⁉」(水田執筆)
https://www.careerbank-itnl.jp/gaikokujinkoyou_ikusei/

◆育成就労制度・特定技能制度Q&A

出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html

出入国在留管理庁 （第13回有識者会議 2026年1月7日）
https://www.moj.go.jp/isa/03_00168.html

◆特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議

https://www.careerbank-itnl.jp/gaikokujinkoyou_ikusei/
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
https://www.moj.go.jp/isa/03_00168.html


宗教の配慮とは？
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ヒンドゥー教

81%

仏教

9%

イスラム教

5%

その他

5%

外国人材(各国の宗教)

イスラム教

87％

キリスト教

10%

ヒンドゥー教

2％

その他
1%

仏教

88%

キリスト教

6%

イスラム教
4%

その他
2%

無宗教

86％

キリスト教

6%

仏教

5%

その他

3％

キリスト教

93%

イスラム教

5%

その他

2%

無宗教・民俗信仰

73%

仏教

15%

キリスト教
3% その他

9%

出典：外務省・日本貿易振興機構
（令和5年時点）

インドネシアフィリピンベトナム

中国 ミャンマー ネパール



やさしい日本語とは？
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日本語能力

レベル 認定の目安

N1 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる

N2
日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日
本語をある程度理解することができる

N3 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる

N4 基本的な日本語を理解することができる

N5 基本的な日本語をある程度理解することができる
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やさしい日本語のポイント

やさしい日本語を使う

Å難しいことばを避け、簡単な語彙を使う

Å一文を短くする

Åあいまいな表現は避ける

Å カタカナ・外来語はなるべく使わない

Å擬音語・擬態語を使わない

ｖＶ
POINT

☑ 相手が理解しているか確認しながら会話をしましょう



日本は選ばれ続けるのか？
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国際的な人材獲得競争の激化

□海外に移動する労働者の割合

国
／移動先

ベトナム インドネシア

総数 ： 12万1,190人 総数 ： 23万2,122人

１
日本

4５.４％ （5万５,049人）
香港

３0.4％ （7万７４７人）

２
台湾

38.9％ （4万7,135人）
台湾

23.1％ （５万3,602人）

３
韓国

8.2％(9,996人)
マレーシア

１９.０％ （４万4,178人）

４
中国

2.1％ (2,507人)
日本

６.９％ （１万6,198人）

５
シンガポール

1.５％ (1,823人)
シンガポール

５.３％ （１万2,465人）

/  
その他

3.9% (4,680人)

その他
１５．３％（３万４,932人）

出典 ： ベトナム政府公式ポータルの内務省主催会合に関する報道（VnEconomy：2025年10月30日掲載）／
インドネシア移民労働者保護省（KP2MI）「インドネシア移民労働者配置・保護データ」（2025年１～10月）

※両国とも2025年１～10月の合算数を記載
※ベトナムの統計には契約に基づく海外就労法に基づく「契約ベースでの新規出国者数」、留学や観光からの転換、非合法経路、永住者等は含まれず、
日本向けでは技能実習・特定技能・技術・人文知識・国際業務等の在留資格層が主対象。
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海外就労先の検討要件

〇 ビザのハードルは低いか（学歴、受入人数など）

〇 賃金は高いか（円安、残業など）

〇 すぐに働きに行けるか（求めらえる語学レベルなど）

〇 文化適応しやすいか（宗教など）

〇 安心して働ける国か（虐待、詐欺など）

キャリアバンク海外事業部コラム（水田執筆）

～外国人雇用の現場から～ Vol.9 「日本が選ばれるためには」



多文化共生社会は実現できるのか？
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多文化共生に関する様々な立場

立場③
立場②

地域
立場①

地域住民

技能実習生 外国人留学生日本人学生

困っている外国人
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外国人受入れの賛成意見・反対意見

・社会に多様性が生まれる

・地域経済の活性化に貢献する

・外国語を学ぶ機会が増える

・人手不足の解消になる

・海外進出の手掛かりになる

・優秀な人材が増え、

雇用機会が増える 等

・文化の違いでトラブルになる

・生活ルールが守られず迷惑だ

・社会保障費が高くなりそうだ

・日本固有の文化が損なわれる

・日本人の仕事が奪われる

・犯罪が増え治安が悪化する

・地域社会の分断が生まれる 等

賛成派 反対派
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多文化共生社会の実現に向けて

Multiculturalism

-多文化共生の考え方-

日本独特のルール

-在留資格制度など-

外国人受入れの現状

-現場の実情-

誰もが安心して暮らせる地域社会の実現
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キャリアバンク株式会社 会社概要

ở ỹ

各種許可証

ṝ 1401002 ṕ01Ṗ Ṟṝ01 - -010037 Ṟ

ṇ ṇ
ṝ 10860524 ṕ05Ṗ Ṟ

ṝ19 - 000012

設立 1987年11月

資本金 2億5,624万円

社員数
単体：339名
連結：386名（2025年5月31日時点）

事業内容 人材サービス全般

本社・拠点

大阪オフィス、札幌本社

旭川支店、函館支店、帯広支店

仙台支店、盛岡オフィス、山形オフィス

東京オフィス、佐賀オフィス

海外事業部
事業紹介

■特定技能外国人支援

■外国人材紹介

■外国人雇用に関する顧問契約

■官公庁受託事業（イベント、セミナー運営）

■外国人留学生向け就職支援

■日本語学校の留学生向け広報

ףּ
WEB

kaigai@career -bank.co.jp06 -7713 -5232


